
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
役
務
に
係
る
日
本
産
業
規
格
へ
の
適
合
性
の
認
証
に
関
す
る
命
令
の
一
部

を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

総
務
大
臣

松
本

剛
明

文
部
科
学
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

加
藤

鮎
子

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三

農
林
水
産
大
臣

坂
本

哲
志

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

新
藤

義
孝

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫



環
境
大
臣

伊
藤
信
太
郎

役
務
に
係
る
日
本
産
業
規
格
へ
の
適
合
性
の
認
証
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

役
務
に
係
る
日
本
産
業
規
格
へ
の
適
合
性
の
認
証
に
関
す
る
命
令
（
令
和
元
年
内
閣
府
・
総
務
省
・
文
部
科
学
省
・

厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
登
録
の
申
請
）

第
五
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
十
七
条
第
六
項

の
登
録
（
次
条
及
び
第
七
条
に
お
い
て
単
に
「
登
録
」
と
い

う
。
）
の
申
請
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
申
請
」
と

い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
申
請

書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

（
登
録
の
申
請
）

第
五
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
十
七
条
第
六
項

の
登
録
（
次
条
及
び
第
七
条
に
お
い
て
単
に
「
登
録
」
と
い

う
。
）
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
四
に
よ
る

申
請
書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
書
類
の
内
容
が
既
に
法
第



な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
書
類
の
内
容
が
既
に
こ
の
条
の

規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
の
登
録
を
受
け
、
提
出
し
て
い
る
他

の
申
請
に
係
る
書
類
又
は
既
に
法
第
三
十
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
二
条
第
一
項

か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
三
十
七
条
第
一
項
か
ら
第

五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
の
登
録
を
受
け
、
提
出

し
て
い
る
鉱
工
業
品
及
び
そ
の
加
工
技
術
に
係
る
日
本
産

業
規
格
へ
の
適
合
性
の
認
証
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年

厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省

令
第
六
号
。
以
下
「
鉱
工
業
品
等
認
証
省
令
」
と
い
う
。
）

第
五
条
各
号
の
書
類
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
に
係
る
日
本

産
業
規
格
へ
の
適
合
性
の
認
証
に
関
す
る
省
令
（
令
和
元
年

厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省

三
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項
、

第
三
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
三
十
七
条

第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
の
登

録
を
受
け
、
提
出
し
て
い
る
鉱
工
業
品
及
び
そ
の
加
工
技
術

に
係
る
日
本
産
業
規
格
へ
の
適
合
性
の
認
証
に
関
す
る
省

令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業

省
・
国
土
交
通
省
令
第
六
号
。
以
下
「
鉱
工
業
品
等
認
証
省

令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
各
号
の
書
類
又
は
電
磁
的
記
録
に

係
る
日
本
産
業
規
格
へ
の
適
合
性
の
認
証
に
関
す
る
省
令

（
令
和
元
年
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・

国
土
交
通
省
令
第
六
号
。
以
下
「
電
磁
的
記
録
認
証
省
令
」

と
い
う
。
）
第
五
条
各
号
の
書
類
の
内
容
と
同
一
で
あ
る
と

き
は
、
そ
の
旨
を
申
請
書
に
記
載
し
て
、
当
該
書
類
の
添
付



令
第
六
号
。
以
下
「
電
磁
的
記
録
認
証
省
令
」
と
い
う
。
）

第
五
条
各
号
の
書
類
の
内
容
と
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の

旨
を
申
請
書
に
記
載
し
て
、
当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一
～
四

［
略
］

を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
四

［
略
］

（
認
証
に
係
る
審
査
の
実
施
時
期
及
び
頻
度
）

第
九
条

法
第
三
十
三
条
第
二
項
（
法
第
三
十
七
条
第
七
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
審
査
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
審
査

を
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
期
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
三

［
略
］

［
略
］

［
略
］

四

被
認
証
者
が

認
証
に
係
る
役

第
十
一
条
及
び
第
十
二

条
の
審
査
（
た
だ
し
、

［
略
］

（
認
証
に
係
る
審
査
の
実
施
時
期
及
び
頻
度
）

第
九
条

法
第
三
十
三
条
第
二
項
（
法
第
三
十
七
条
第
七
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
審
査
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
審
査

を
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
期
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
三

［
略
］

［
略
］

［
略
］

四

被
認
証
者
が

認
証
に
係
る
役

第
十
一
条
及
び
第
十
二

条
の
審
査
（
た
だ
し
、

［
略
］



務
の
内
容
を
変

更
し
、
若
し
く
は

追
加
し
、
又
は
そ

の
品
質
管
理
体

制
を
変
更
し
よ

う
と
す
る
と
き

当
該
変
更
に
よ
り
当
該

役
務
が
日
本
産
業
規
格

に
適
合
し
な
く
な
る
お

そ
れ
の
な
い
と
き
に
は

、
役
務
評
価
及
び
現
地

調
査
又
は
こ
れ
に
類
す

る
調
査
（
以
下
「
現
地

調
査
等
」
と
い
う
。
）

の
全
部
又
は
一
部
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
）

五
～
八

［
略
］

［
略
］

［
略
］

務
の
内
容
を
変

更
し
、
若
し
く
は

追
加
し
、
又
は
そ

の
品
質
管
理
体

制
を
変
更
し
よ

う
と
す
る
と
き

当
該
変
更
に
よ
り
当
該

役
務
が
日
本
産
業
規
格

に
適
合
し
な
く
な
る
お

そ
れ
の
な
い
と
き
に
は

、
役
務
評
価
及
び
現
地

調
査
の
全
部
又
は
一
部

を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
）

五
～
八

［
略
］

［
略
］

［
略
］

（
認
証
に
係
る
審
査
の
方
法
）

（
認
証
に
係
る
審
査
の
方
法
）



第
十
一
条

［
略
］

２

前
項
第
二
号
の
抽
出
が
被
認
証
者
等
の
品
質
管
理
体
制

の
現
地
調
査
等
を
行
う
前
に
行
わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当

該
抽
出
後
に
被
認
証
者
等
の
品
質
管
理
体
制
に
つ
い
て
当

該
被
認
証
者
等
が
提
供
す
る
役
務
の
日
本
産
業
規
格
へ
の

適
合
性
の
審
査
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
変
更
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
当
該
役
務
評
価
の
結
果
を
用
い
て
審
査
し
て
は

な
ら
な
い
。

第
十
一
条

［
略
］

２

前
項
第
二
号
の
抽
出
が
被
認
証
者
等
の
品
質
管
理
体
制

の
現
地
調
査
を
行
う
前
に
行
わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該

抽
出
後
に
被
認
証
者
等
の
品
質
管
理
体
制
に
つ
い
て
当
該

被
認
証
者
等
が
提
供
す
る
役
務
の
日
本
産
業
規
格
へ
の
適

合
性
の
審
査
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
変
更
が
あ
っ
た
場

合
に
は
、
当
該
役
務
評
価
の
結
果
を
用
い
て
審
査
し
て
は
な

ら
な
い
。

第
十
二
条

法
第
四
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
審
査
の
方
法

の
う
ち
品
質
管
理
体
制
に
対
す
る
審
査
は
、
認
証
に
係
る
役

務
に
係
る
被
認
証
者
等
の
社
内
規
格
そ
の
他
役
務
の
提
供

に
関
す
る
書
類
を
調
査
す
る
と
と
も
に
、
当
該
役
務
を
提
供

す
る
全
て
の
事
務
所
又
は
事
業
場
（
主
務
大
臣
が
告
示
で
定

第
十
二
条

法
第
四
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
審
査
の
方
法

の
う
ち
品
質
管
理
体
制
に
対
す
る
審
査
は
、
認
証
に
係
る
役

務
に
係
る
被
認
証
者
等
の
社
内
規
格
そ
の
他
役
務
の
提
供

に
関
す
る
書
類
を
調
査
す
る
と
と
も
に
、
当
該
役
務
を
提
供

す
る
全
て
の
事
務
所
又
は
事
業
場
（
主
務
大
臣
が
告
示
で
定



め
る
役
務
の
認
証
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
主

務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
数
以
上
の
事
務
所
又
は
事
業
場
）

に
対
し
現
地
調
査
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
第
二
条
に
規
定

す
る
事
項
が
確
実
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す

る
も
の
と
す
る
。 

め
る
役
務
の
認
証
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
主

務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
数
以
上
の
事
務
所
又
は
事
業
場
）

に
対
し
現
地
調
査
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
第
二
条
に
規
定
す

る
事
項
が
確
実
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る

も
の
と
す
る
。 

（
被
認
証
者
等
に
対
す
る
通
知
の
基
準
） 

第
十
九
条 

［
略
］ 

２ 

国
内
登
録
認
証
機
関
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
決
定
を
行
っ
た
場
合
に
は
、

速
や
か
に
、
被
認
証
者
等
に
当
該
決
定
の
内
容
を
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。 

一 

［
略
］ 

二 

被
認
証
者
か
ら
認
証
に
係
る
役
務
の
内
容
を
変
更
し
、

（
被
認
証
者
等
に
対
す
る
通
知
の
基
準
） 

第
十
九
条 

［
略
］ 

２ 

国
内
登
録
認
証
機
関
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
決
定
を
行
っ
た
場
合
に
は
、

速
や
か
に
、
被
認
証
者
等
に
当
該
決
定
の
内
容
を
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。 

一 
［
略
］ 

二 

被
認
証
者
か
ら
認
証
に
係
る
役
務
の
内
容
を
変
更
し
、



若
し
く
は
追
加
し
、
又
は
そ
の
品
質
管
理
体
制
を
変
更
し

よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
が
さ
れ
た
と
き

国
内
登
録
認

証
機
関
が
第
十
一
条
の
審
査
又
は
第
十
二
条
の
現
地
調

査
等
を
行
う
か
ど
う
か
の
決
定

三

［
略
］

３

［
略
］

若
し
く
は
追
加
し
、
又
は
そ
の
品
質
管
理
体
制
を
変
更
し

よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
が
さ
れ
た
と
き

国
内
登
録
認

証
機
関
が
第
十
一
条
の
審
査
又
は
第
十
二
条
の
現
地
調

査
を
行
う
か
ど
う
か
の
決
定

三

［
略
］

３

［
略
］

（
認
証
の
業
務
に
従
事
す
る
者
）

第
二
十
六
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
認
証
の
業
務
に
従
事
す

る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
年
数
以
上
の
実
務

の
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
業
務
を
適
切
に
行
う
た
め
に

必
要
な
知
識
及
び
能
力
を
習
得
す
る
た
め
の
当
該
業
務
に

関
す
る
法
令
及
び
実
施
の
方
法
に
係
る
主
務
大
臣
が
告
示

で
定
め
る
講
習
を
修
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
証
の
業
務
に
従
事
す
る
者
）

第
二
十
六
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
認
証
の
業
務
に
従
事
す

る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
年
数
以
上
の
実
務

の
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
業
務
を
適
切
に
行
う
た
め
に

必
要
な
知
識
及
び
能
力
を
習
得
す
る
た
め
の
当
該
業
務
に

関
す
る
法
令
及
び
実
施
の
方
法
に
係
る
主
務
大
臣
が
告
示

で
定
め
る
講
習
を
修
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一 

［
略
］ 

二 

第
十
二
条
の
現
地
調
査
等
の
業
務
に
従
事
す
る
者 

 
 

現
地
調
査
等
の
業
務
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
業
務
に

関
し
一
年
以
上 

三 

［
略
］ 

２ 

日
本
産
業
規
格
Ｑ
九
〇
〇
一
又
は
Ｉ
Ｓ
Ｏ
九
〇
〇
一
の

規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
国
内
登
録
認
証
機
関
が
自
ら
確

認
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
二
条
の
現
地
調
査
等
に
従

事
す
る
者
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｑ
九
〇
〇
一
又
は
Ｉ
Ｓ
Ｏ
九

〇
〇
一
の
審
査
員
の
資
格
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一 

［
略
］ 

二 

第
十
二
条
の
現
地
調
査
の
業
務
に
従
事
す
る
者 

現

地
調
査
の
業
務
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
業
務
に
関
し
一

年
以
上 

三 

［
略
］ 

２ 

日
本
産
業
規
格
Ｑ
九
〇
〇
一
又
は
Ｉ
Ｓ
Ｏ
九
〇
〇
一
の

規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
国
内
登
録
認
証
機
関
が
自
ら
確

認
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
二
条
の
現
地
調
査
に
従
事

す
る
者
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｑ
九
〇
〇
一
又
は
Ｉ
Ｓ
Ｏ
九
〇

〇
一
の
審
査
員
の
資
格
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
は
注
記
で
あ
る
。 

様
式
第
四
及
び
様
式
第
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



様 式 第 ４ （ 第 ５ 条 及 び 第 ７ 条 関 係 ）

登  録  （  登  録  の  更  新 ） 申 請 書

年 月 日

殿

住 所  

申 請 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 法 人

に あ っ て は そ の 代 表 者 の 氏 名  

 産 業 標 準 化 法 第 ３ ９ 条 第 １ 項 （ 第 ４ ２ 条 第 ２ 項 に お い

て 準 用 す る 同 法 第 ３ ９ 条 第 １ 項 ） の 規 定 に よ り 同 法 第 ３

３ 条 第 １ 項 及 び 第 ３ ７ 条 第 ６ 項 （ 第 ４ ２ 条 第 １ 項 ） の 登

録 （ 登 録 の 更 新 ） を 受 け た い の で 、 別 紙 書 類 を 添 え て 申

請 し ま す 。

記

更 新 を 受 け よ

う と す る 登 録

の 根 拠 条 項

登 録 （ 登 録 の

更 新 ） を 受 け

よ う と す る 役

務 の 区 分

登 録 区 分

の 名 称

日 本 産 業

規 格 の 番

号

認 証 の 業 務 を

行 う 区 域

登 録 （ 登 録 の

更 新 ） を 受 け

よ う と す る 認

証 機 関 の 連 絡

先 等

法 人 番 号

電 話 番 号

ホ ー ム ペ

ー ジ ア ド

レ ス

認 証 を 行 う 事

務 所

ふ り が な

名 称

ふ り が な

所 在 地

（ 郵 便 番

号 ）

電 話 番 号

認 証 管 理 責 任

者

氏 名 及 び

役 職

電 話 番 号

電 子 メ ー



ル ア ド レ

ス

別 紙 書 類

一 覧

○ 役 務 に 係 る 日 本 産 業 規 格 へ の 適 合 性 の 認 証 に 関 す る 命

令 第 ５ 条 各 号

１ 登 記 事 項 証 明 書 又 は こ れ に 準 ず る も の （ 第 １ 号 ）

２ 認 証 の 業 務 を 行 う 組 織 に 関 す る 事 項 （ 第 ２ 号 イ ）

３ 認 証 の 業 務 か ら 生 じ る 損 害 の 賠 償 そ の 他 の 債 務 に

対 す る 備 え 及 び 財 務 内 容 の 健 全 性 に 関 す る 事 項 （ 第

２ 号 ロ ）

４  職 員 、 認 証 機 関 が 委 嘱 す る 外 部 の 委 員 そ の 他 の 認

証 の 業 務 に 従 事 す る 者 の 氏 名 、 略 歴 及 び 担 当 す る 業

務 の 範 囲 （ 第 ２ 号 ハ ）

５  ２ か ら ４ ま で に 掲 げ る も の の ほ か 認 証 の 業 務 の 実

施 の 方 法 に 関 す る 事 項 （ 第 ２ 号 ニ ）

６  認 証 の 業 務 以 外 の 業 務 を 行 っ て い る 場 合 は 、 当 該

業 務 の 種 類 及 び 概 要 並 び に 全 体 の 組 織 に 関 す る 事 項

（ 第 ２ 号 ホ ）

７  認 証 の 業 務 又 は こ れ に 類 似 す る 業 務 の 実 績 が あ る

場 合 は 、 そ の 実 績 （ 第 ２ 号 ヘ ）

８  主 要 な 株 主 の 構 成 （ 当 該 株 主 が 、 被 認 証 事 業 者 で

あ る 場 合 に は 、 そ の 旨 を 含 む 。 ） を 記 載 し た 書 類

（ 第 ３ 号 ）

９  役 員 （ 合 名 会 社 、 合 資 会 社 又 は 合 同 会 社 に あ っ て

は 、 業 務 を 執 行 す る 社 員 ） 又 は 事 業 主 の 氏 名 、 略 歴

及 び 担 当 す る 業 務 の 範 囲 （ 当 該 役 員 又 は 事 業 主 が 被

認 証 事 業 者 の 役 員 又 は 職 員 （ 過 去 ２ 年 間 に 当 該 被 認

証 事 業 者 の 役 員 又 は 職 員 で あ っ た 者 を 含 む 。 ） で あ

る 場 合 に は 、 そ の 旨 を 含 む 。 ） を 記 載 し た 書 類 （ 第

４ 号 ）

備 考 １  こ の 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 産 業 規 格 に 定 め る Ａ

４ と す る こ と 。

２  「 更 新 を 受 け よ う と す る 登 録 の 根 拠 条 項 」 の 欄

は 、 登 録 の 更 新 の 申 請 で あ る 場 合 に 、 産 業 標 準 化

法 第 ３ ３ 条 第 １ 項 及 び 第 ３ ７ 条 第 ６ 項 の う ち 該 当

す る も の を 記 入 す る こ と 。

３  「 日 本 産 業 規 格 の 番 号 」 の 欄 は 、 役 務 の 区 分 に

該 当 す る 日 本 産 業 規 格 の う ち 登 録 又 は 登 録 の 更 新

を 受 け よ う と す る も の を 記 入 す る こ と 。 ま た 、 登

録 又 は 登 録 の 更 新 を 受 け よ う と す る 区 分 が ２ 以 上

あ る 場 合 は 、 別 紙 に 記 載 す る 旨 記 入 し 、 別 紙 を 添

付 す る こ と 。

４  「 法 人 番 号 」 の 欄 は 、 行 政 手 続 に お け る 特 定 の

個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律

（ 平 成 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 １ ５ 項 に 規

定 す る 法 人 番 号 が あ る 場 合 に 記 入 す る こ と 。



５  「 ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス 」 の 欄 は 、 役 務 に 係 る

日 本 産 業 規 格 へ の 適 合 性 の 認 証 に 関 す る 命 令 第 １

４ 条 第 ２ 項 及 び 第 ２ １ 条 の 規 定 に よ り イ ン タ ー ネ

ッ ト を 利 用 し て 閲 覧 に 供 す る た め に 用 い る も の を

記 入 す る こ と 。

６  「 認 証 を 行 う 事 務 所 」 の 欄 は 、 事 務 所 が ２ 以 上

あ る 場 合 は 、 別 紙 に 記 載 す る 旨 記 入 し 、 事 務 所 ご

と に 中 欄 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 紙 を 添 付 す る

こ と 。

７  登 録 又 は 登 録 の 更 新 の 申 請 に お い て 、 既 に 主 務

大 臣 に 提 出 し て い る 添 付 資 料 の 内 容 に 変 更 が な い

た め 、 そ の 添 付 を 省 略 す る 場 合 に は 、 「 別 紙 書 類

一 覧 」 の 欄 の 該 当 す る 文 字 を 二 重 線 で 削 除 し 、 そ

の 旨 を 記 載 す る こ と 。

８  登 録 又 は 登 録 の 更 新 の 申 請 の 際 に 、 第 ５ 条 各 号

に 掲 げ る 書 類 の 内 容 が 既 に 産 業 標 準 化 法 第 ３ ０ 条

第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 、 第 ３ １ 条 第 １ 項 、 第 ３ ２

条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 又 は 第 ３ ７ 条 第 １ 項 か ら

第 ５ 項 ま で の 規 定 に よ る 主 務 大 臣 の 登 録 を 受 け 、

提 出 し て い る 鉱 工 業 品 及 び そ の 加 工 技 術 に 係 る 日

本 産 業 規 格 へ の 適 合 性 の 認 証 に 関 す る 省 令 第 ５ 条

各 号 の 書 類 又 は 電 磁 的 記 録 に 係 る 日 本 産 業 規 格 へ

の 適 合 性 の 認 証 に 関 す る 省 令 第 ５ 条 各 号 の 書 類 の

内 容 と 同 一 で あ る た め 、 そ の 添 付 を 省 略 す る 場 合

に は 、 「 別 紙 書 類 一 覧 」 の 欄 の 該 当 す る 文 字 を 二

重 線 で 削 除 し 、 そ の 旨 を 記 載 す る こ と 。

９  登 録 又 は 登 録 の 更 新 の 申 請 の 際 に 、 産 業 標 準 化

法 に 基 づ く 登 録 申 請 手 数 料 の 額 等 を 定 め る 政 令 第

１ 条 第 ６ 項 の 適 用 を 受 け よ う と す る 場 合 に は 、 そ

の 旨 を 明 記 し 、 「 別 紙 書 類 一 覧 」 の 欄 に 、 「 １ ０

 産 業 標 準 化 法 に 基 づ く 登 録 申 請 手 数 料 の 額 の 計

算 等 に 関 す る 命 令 第 ７ 条 」 を 追 加 し 、 添 付 す る 書

類 を 「 別 紙 書 類 一 覧 」 の 欄 に 具 体 的 に 記 載 す る こ

と 。



様 式 第 ５ （ 第 ８ 条 第 １ 項 関 係 ）

事 業 承 継 届 出 書

年 月 日

殿

住 所  

届 出 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 法 人

に あ っ て は そ の 代 表 者 の 氏 名  

 下 記 の と お り 、 登 録 認 証 機 関 の 地 位 を 承 継 し た の で 、

産 業 標 準 化 法 第 ４ ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 別 紙 書 類

を 添 え て 届 け 出 ま す 。  

記

被 承 継 人 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 法

人 に あ っ て は そ

の 代 表 者 の 氏 名  

被 承 継 人 の 住 所

被 承 継 人 の 登 録

番 号  

承 継 人 の 連 絡 先

等  

法 人 番 号

電 話 番 号

ホ ー ム ペ ー ジ

ア ド レ ス

承 継 人 の 認 証 を

行 う 事 務 所  

ふ り が な

名 称

ふ り が な  

所 在 地 （ 郵 便

番 号 ）  

電 話 番 号

認 証 管 理 責 任 者 氏 名 及 び 役 職

電 話 番 号

電 子 メ ー ル ア

ド レ ス  

承 継 の 期 日

承 継 の 理 由

備 考 １ こ の 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 産 業 規 格 に 定 め る Ａ



４ と す る こ と 。

２ 「 法 人 番 号 」 の 欄 は 、 行 政 手 続 に お け る 特 定 の

個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律

（ 平 成 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 １ ５ 項 に 規

定 す る 法 人 番 号 が あ る 場 合 に 記 入 す る こ と 。

３  「 ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス 」 の 欄 は 、 役 務 に 係 る

日 本 産 業 規 格 へ の 適 合 性 の 認 証 に 関 す る 命 令 第 １

４ 条 第 ２ 項 及 び 第 ２ １ 条 の 規 定 に よ り イ ン タ ー ネ

ッ ト を 利 用 し て 閲 覧 に 供 す る た め に 用 い る も の を

記 入 す る こ と 。  

４ 「 承 継 人 の 認 証 を 行 う 事 務 所 」 の 欄 は 、 事 務 所

が ２ 以 上 あ る 場 合 は 、 別 紙 に 記 載 す る 旨 記 入 し 、

事 務 所 ご と に 中 欄 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 紙 を

添 付 す る こ と 。  

５ 地 位 を 承 継 し た 事 実 を 証 す る 次 に 掲 げ る い ず れ

か の 書 面 及 び 譲 り 受 け た 登 録 証 を 添 付 す る こ と 。  

( １ ） 当 該 登 録 に 係 る 事 業 の 全 部 を 譲 渡 さ れ た こ と

を 証 す る 書 類  

( ２ ） 戸 籍 謄 本 又 は 不 動 産 登 記 規 則 （ 平 成 １ ７ 年 法

務 省 令 第 １ ８ 号 ） 第 ２ ４ ７ 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ

り 交 付 を 受 け た 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 法 定 相 続

情 報 一 覧 図 の 写 し 及 び 相 続 人 が ２ 人 以 上 あ る 場

合 に お い て 、 そ の 全 員 の 同 意 に よ り 事 業 を 承 継

す べ き 相 続 人 と し て 選 定 さ れ た 者 に あ っ て は 、

そ の 全 員 の 同 意 書  

( ３ ） 登 記 事 項 証 明 書  

( ４ ） （ １ ） ～ （ ３ ） に 準 ず る 書 面



附

則

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


